
【南区・西蒲区】路線バス（白根桜町～曽根駅前線）運行計画（変更）（案）について

１ 経緯及び変更内容 

 平成３１年４月１日からジャンボタクシー車両による運行を開始した路線バス（白根桜町～

曽根駅前）の回数券について取り扱う金種を変更する。また定期券について、新たな金額の設

定を追加する。 

２ 運行概要 

変更前 変更後

(1)運行期間 通年 通年

(2)運行日 毎日 毎日

(3)便数
・運行時間帯

平日 ８便 始発便    6:52発
第８便   19:05発

土休日４便 始発便   6:52発
      第４便  16:45発

平日 ８便 始発便    6:52発
第８便   19:05発

土休日４便 始発便   6:52発
      第４便  16:45発

(4)運賃 対キロ運賃制

 回数券（80円～530円）
 定期券（170円～530円）

対キロ運賃制

 回数券（80円～250、300円）
 定期券（150円～530円）

(5)ルート概要 白根桜町～潟東出張所前～横戸～

旗屋～曽根駅前

白根桜町～潟東出張所前～横戸～

旗屋～曽根駅前

(6)運行事業者 白根タクシー株式会社

太陽交通新潟有限会社

白根タクシー株式会社

太陽交通新潟有限会社

(7)運行形態 道路運送法第 21条 道路運送法第 21条
(8)運行手段 ジャンボタクシー（定員 10名） ジャンボタクシー（定員 10名）

３ 変更日（予定） 

令和元年７月１日（月）  
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